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第 1 節   学校における歯・口の健康づくりの意義

1  学校における健康づくり（学校保健活動）の意義

　子どもが心身ともに健やかに育つことは，私たち国民の願いであり，わが国の将来を見
据える上でも，そのような社会を築いていくことが重要である。そして，健康は，人が自
己実現を図るための資源であるとともに，人と人の集まりである社会全体の活力を生みだ
す資源でもある。学校は，心身の発育・発達の段階にある子どもが，教育や体験を通じて
人格の形成をしていくとともに健康づくりの基礎的な素養が培われる場でもある。
　現在のわが国は，世界に冠たる長寿国であるが，さらに寝たきりなどの状態を防止し，
生涯にわたってセルフ・コントロールを可能とする「健康寿命」の延伸が求められている。
しかし現実を見ると，長期にわたる不適切な生活習慣が原因となる生活習慣病は，国民病
とまで言われるような大きな課題となっている。このような生活習慣病の素地は学齢期の
ころから始まると言われており，学校における適切な学習や指導による健康観の育成と健
康行動の確立が重要である。
　しかし，一般に健康そのものに対する興味や認識が低い子どもに，病気の実体が見えな
い生活習慣病を理解させることは容易でない。このことから，鏡を見ることによって体の
状態や変化を直接的に観察することができる歯や口は，極めて貴重な学習材（教材）とな
りうる。歯垢

こう

（プラーク）が付着して発生した歯肉炎は，適切な歯みがきで短期間に改善
する。放置すればむし歯になり，治療が必要となるような要観察歯も適切な歯みがきや間
食の摂取など生活習慣の改善で進行を止めることができる。このような経験は，「自分の
体は，自分で気を付けて，大切にすれば応えてくれる」という極めて重要な実感を与えて
くれる。
　さらに，口腔

くう

及び口唇，歯や顎
あご

などでつくられる形態とその機能を総称した「口」は，
健康と深くかかわるとともに人間生活の豊かさに直接関連する器官といえる。
　人の生涯にわたる健康づくりは，乳児期のように自らの健康が概ね保護者等の手にゆだ
ねられ管理されている「他律的健康づくり」の時期から，成人期以降の自らの思考・判断
による意志決定や行動選択による「自律的な健康づくり」へと移行していかなければなら
ない。その大切な転換期が学齢期である（図1）。換言すれば，歯・口の健康づくりを含む
学校における健康教育の在り方が，国民の一生の健康づくりの方向や質を決定すると言え，
それだけに学校における健康教育を一層重視する必要がある。
　心身共に健康な国民の育成は，教育基本法において教育の目的としているところでもあ
り，教育によって子ども一人一人の生涯にわたる健康づくりの基礎を培うことが極めて重
要である。

総　説第1章
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図1　生涯にわたる健康づくりからみた学齢期の重要性の概念図

2  学校における歯・口の健康づくり（学校歯科保健活動）の意義

　中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校全
体としての取組を進めるための方策について（平成20年1月17日）」（以下，答申）では，「子
どもは守られるべき対象であることにとどまらず，学校において，その生涯にわたり，自
らの健康をはぐくみ，安全を確保することのできる基礎的な素養を育成していくことが求
められる。」とし，学校教育においてもヘルスプロモーションの考え方を取り入れること
としている。学習指導要領の総則においては，体育・健康に関する指導は学校教育全体を
通じ適切に行うものとしている。また，保健体育審議会答申（平成9年9月）は，「健康の
価値を認識し，自ら課題を見つけ，健康に関する知識を理解し，主体的に考え，判断し，
行動し，よりよく課題を解決する」という過程そのものが「生きる力」を身に付けること
につながるとの考えを示している。
　歯・口の健康づくりは，健康づくりに関する多くの題材の中で，先に述べたように生活
習慣病の学習材（教材）として適しているばかりでなく，①鏡を見れば自らが観察できる
対象であること，②歯が生えかわったり萌

ほう

出
しゅつ

したりすることを容易に実体験することがで
き，生への畏敬の表出や興味・関心が持ちやすいこと，③知識・理解が容易であること，
④行動した結果が自己評価しやすいこと，⑤話題の共通性に富んでいること，など子ども
を対象とした健康教育題材として大変有効である。さらに，歯垢

こう

が沈着して歯肉炎を起こ
しているようなケースでは，歯垢

こう

を除去することで歯肉炎が改善することから，原因と結
果の関係さえも示すことができ，思考力・判断力の形成に役立つと考えられる。このよう
な「歯垢

こう

を除去すれば歯肉炎が改善する」などの一連の学習と気付きは，問題発見・問題
解決型の学習となる。さらに，朝や就寝前の歯みがき，あるいは規則的な間食の摂取など
の行動は，子ども自身が自らを律することが必要であるばかりでなく，生命を尊重する態
度の育成など，豊かな人間性をはぐくむことにつながる。すなわち「生きる力」の育成に
直結した学習材（教材）であると言える。また，食育基本法（平成17年6月）の前文にお
いて「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ，生きる力を身に付けていくためには，何よ
りも『食』が重要である。」と述べられている。食育推進の一環である「ひとくち30回以
上噛む」ことを目標とした「噛ミング30（ｶﾐﾝｸﾞｻﾝﾏﾙ）」運動に代表されるように，「食べ方」
の支援は健全な食生活を送るための基礎であり，生涯にわたる健康づくりを推進する上で
「食べる」機能を学習面から支援することは重要であるといえる。「80歳で自分の歯を20歯
以上保とう」という8020（ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ）運動に示されるように，生活の質的な向上あるい
は日常生活行動の活性化につながるものであり，歯や口の健康づくりなどを通じた生活習
慣の改善が，心身の健康全般にもつながることが明らかになってきている。また，歯・口
の健康は，健康日本21においても「歯の健康」として取り上げられ，幼児期や学齢期にお

「自律的健康づくり」

「他律的健康づくり」

乳児期 幼児期 学齢期 成人期
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ける目標も提示されている。

3  歯・口の健康づくりを支える安全

　8020運動と相まって，喪失歯の抑制にはスポーツ外傷の予防対策や安全指導も重要な要
素である。かつては，子どもの歯の喪失は，放置された重症のむし歯に起因することが多
かったが，現在では特定のハイリスク者を除いてそのような課題はほとんどない。
　しかし，一方で，学校管理下における災害共済給付における障害見舞金の給付状況をみ
ると，依然として歯牙障害が高い傾向を示し，年齢が上がるにつれて給付件数も増加して
いる。学校安全の領域には「生活安全」「交通安全」「災害安全」の領域があるが，学校保
健安全法第26条には学校安全に関する学校の設置者の責務が，第28条には学校環境の安全
の確保について定められている。子どもの歯・口の傷害を防ぐためには，規律・規則の遵
守などによる安全確保を図ることが重要となる。
　また，学習指導要領の総則において，新たに「安全に関する指導」が示されており，歯・
口の健康づくりにおいても，自らの安全や他人の安全について学習し，安全について，よ
り人間性に根ざした態度や習慣を育成していく必要がある。

4  学校における歯・口の健康づくりへの取組

　歯や口は，言うまでもなく「食べ物をとり込み，食べる」機能，「表情をつくり，話す」
機能，あるいは「運動を支え，体のバランスをとったりする」機能等があり，生きるため
の大切な器官である。さらに，21世紀を豊かに生きることのできる子どもたちの育成を確
実にするため，教育的には「生きる力」をはぐくむための大切な題材ということができる。
そこで，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校において，発
達の段階や特別な配慮のあり方をも踏まえながら，一貫した歯・口の健康づくりに努める
必要がある。
　学校における歯・口の健康づくりの諸活動は，家庭および地域の関係機関・団体との密
接な連携を推進しながら，各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動，課外活動など
学校の教育活動全体を通じて，様々な機会をとらえて計画的，組織的に実施する必要があ
る。
　21世紀における学校における健康づくり活動は，これまで以上に「疾病発見・管理的解
決手法」から「健康増進・支援的解決手法」へと転換していくことが重要である。その中
において，歯・口の健康づくりの諸活動が，病気にかかった後の治療を中心とした「病気・
治療の志向」から，豊かさと活力の創造をめざした「健康文化の志向」への変革に貢献で
きることが必要である。そのためにも学校における歯・口の健康づくりの諸活動を推進し，
自律的に健康問題を解決し，行動できる子どもの育成を図らなければならない。

第 2 節   心身の発達の段階等からみた子どもの歯・口の健康づくりの課題

　子どもの心身は，急速に発育・発達する。そのため，学校における歯・口の健康づくり
は，子どもの心身の発達の段階や実態に応じて進める必要がある。以下に，各段階の子ど
もの状況や課題等を示す。
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1  幼児

　幼児は，1歳から小学校入学までの小児を意味する用語であり，この間の発育・発達に
は著しいものがある。幼児期は，人の一生の中でも身体発育の著しい時期であり，また内
面的にも自我の芽生え，他者の存在の意識化，自己抑制の開始など重要な変化が認められ
る時期である。歯・口の健康づくりの視点では，食べる機能の獲得において最も重要な時
期であり，離乳開始時期からの適切な支援活動が必要である。また，乳歯が生える（萌

ほう

出
しゅつ

する）のは生後6か月頃から始まるが，ほとんどの乳歯は幼児期に生え，おおむね3歳頃
までに乳歯列が完成し，乳歯咬

こう

合の完成期となる極めて重要な時期である。乳歯のむし歯
の発生については，現状では1歳から4歳までに約4割の幼児がむし歯を持ち，さらに6歳ま
でに約6割の幼児がむし歯を持つようになる。したがって，この時期は乳歯のむし歯予防
の重要な時期であると考えられる。
　しかし，幼児期は，幼児本人の積極的な意識化での健康づくり行動は困難であるので，
「生きる力」をはぐくむ基礎として，基本的な生活習慣や態度を家庭及び地域社会との連
携の中で育成することとなる。また，幼児期は特に「地域社会で育てる」という体制が重
要であり，育児支援でのかかわりを地域社会と共有することが重要である。
　近年，幼児虐待などの痛ましい社会的問題が出現しているが，歯・口の異常所見によっ
て発見されることもある。さらに，幼児期では運動機能の未発達から転倒による歯・口の
外傷も多く認められることから，環境整備についても注意を払う必要がある。
（課題）
（1）よく噛んで食べる習慣付け
（2）好き嫌いを作らない
（3）食事と間食の規則的な習慣付け
（4）乳歯のむし歯予防と管理
（5）歯・口の清掃の開始と習慣化
（6）歯・口の外傷を予防する環境づくり

2  小学生

　小学生期は，幼児期に始まる基本的な生活習慣の確立を図りながら，さらに健康課題に
対しては自律的に取り組むことができるように支援することが重要である。小学校6年間
での児童の心身の発育・発達は顕著であり，その変化を見据えた支援が必要である。「生
きる力」をはぐくむための健康課題として，歯・口の健康づくりは，児童にとっては日常
的で共通性のある題材でありながら，課題の発見が容易であり，解決には自律的行動が要
求されるというような内容を含んでいるので，児童の発達の段階を踏まえての積極的な活
用が期待される。
　低学年においては，幼児期と同じように児童自らが問題に気付いたり，その問題を解決
しようとしたりすることは難しく，学校にあっては教員を，家庭にあっては保護者を手本
として行動を模倣する時期である。そのため，正しい行動が学習できるよう周囲の人々の
連携が必要になる。この時期は，第一大臼

きゅう

歯や中切歯の生える時期であり，児童が自ら
の体の変化や成長に初めて気付く極めて重要な時期と言うこともできる。子どもの気付き
に対しては，学校や家庭において，誉めると共に興味を持ち続けるよう支援することが大
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切である。また，この時期，上顎
がく

前歯部が外開きに隙間を持って生えてくるが心配はない。
　中学年においては，引き続き基本的な生活習慣の確立を図りながらも，やや理解度が増
してくるので，「なぜ」「どうして」というような原因についても考えるようにする。しか
し，生活行動の拡大により低学年で身に付いた生活習慣が崩れたり，自らの問題点を発見
しようとする姿勢や望ましい解決方法についてもあいまいであったりして，頭でわかって
いても実践行動に結び付かない場合も多い。この時期は，犬歯や小臼

きゅう

歯の交換時期に当
たる。上顎

がく

の前歯部における歯と歯の隣接面や第一大臼
きゅう

歯のむし歯の発生に注意が必要
である。また，歯列不正や不正咬

こう

合の出現についても理解し，支援することも大切である。
　高学年においては，幼児期からの自己中心型から離脱し，自・他あるいは個・集団を理
解して判断力も増加し主体的な生活が可能になってくる。この時期は基本的生活習慣をさ
らに意識化し，確立させる段階と言える。乳歯から永久歯への交換が終了したり，第二大
臼
きゅう

歯が生えたりする時期である。歯肉炎についても理解し，支援することも大切である。
また，小学校でも高学年になると，児童同士の接触事故により，歯を折ったり，唇を切っ
たりする外傷が多くなるので注意を要する。
（課題）
低学年
（1）好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣づくり
（2）規則的な食事と間食の習慣付け
（3）第一大臼

きゅう

歯のむし歯予防と管理
（4）歯の萌

ほう

出
しゅつ

と身体の発育への気付き
（5）自分の歯・口を観察する習慣付け
（6）食後の歯・口の清掃の習慣化の自律
（7）休憩時間等での衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防
中学年
（1）好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣の確立
（2）規則的な食事と間食の習慣の確立
（3）上顎

がく

前歯や第一大臼
きゅう

歯のむし歯予防と管理
（4）歯肉炎の原因と予防方法の理解
（5）自分に合った歯・口の清掃の工夫
（6）歯の形と働きの理解（歯の交換期）
（7）休憩時間等での衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防
高学年
（1）咀

そ

嚼
しゃく

と体の働きや健康とのかかわりの理解
（2）むし歯の原因とその予防方法の理解と実践
（3）第二大臼

きゅう

歯のむし歯予防と管理
（4）歯周病の原因とその予防方法の理解と実践
（5）自律的な歯・口の健康的な生活習慣づくりの確立
（6）スポーツや運動等での歯・口の外傷予防の大切さや方法の理解
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3  中学生

　中学生期は，小児から大人への変化の時期であり，小学生期に比較すると心理的にも不
安定な時期にあたる。中学生の行動変容は，どちらかと言えば，成人に対するような科学
的あるいは感情的な背景を必要とすることが多く，規則などでの管理的側面や一方的な知
識の導入だけでは効果が少ないと言われている。また，身体的にも抵抗力が向上してくる
ことから健康を意識する場面が少なく，健康行動よりも，単に外面的な美しさを求めるよ
うな行動様式を取ることが多くなる。生活面においても，生活範囲の拡大や課外活動等へ
の参加に伴う生活時間の変化や夜型の生活になりがちなど生活習慣に大きな変化が見られ
る時期である。
　歯・口の健康づくりにおいても，小学生期のように乳歯から永久歯の交換が行われるこ
ともなく，口腔

くう

内に対する気付きが希薄化する時期である。健康行動が希薄化すると当然
のことに口腔

くう

内は不潔となり，歯肉炎の発症から歯肉出血さらに口臭の出現となり，対人
関係においても課題が出てくることも考えられる。また，思春期になると性ホルモンの影
響で歯肉炎が発生しやすくなる。「生きる力」をさらにはぐくむという視点では，中学生
の観察力を持ってすれば，歯・口の状態と評価は十分に可能であり，健康課題を明らかに
しようとする意識と課題発見能力を向上させ，その課題を解決しようとする真摯な態度を
培いたい。
　不正咬

こう

合あるいは歯列不正では習癖との関連も理解しておく必要があるが，歯列矯正す
る必要のある生徒では適応の時期となる。さらに，運動やスポーツによる口腔

くう

外傷の増加
する時期であるから，それらに対する予防についての理解も必要となる。なお，顎

がく

関節症
状を訴える生徒も出てくるので専門的な支援が必要になることもある。
（課題）
（1）咀

そ

嚼
しゃく

と体の働きや健康とのかかわりの理解
（2）歯周病の原因と生活習慣の改善方法の理解と実践
（3）第二大臼

きゅう

歯及び歯の隣接面のむし歯の予防方法の理解
（4）歯周病や口臭の原因と予防等に関する理解
（5）自分に合った歯・口の清掃方法の確立
（6）健康によい食事や間食の習慣，生活リズムの確立
（7）運動やスポーツでの外傷の予防の意義・方法の理解

4  高校生

　高等学校段階は，中学校段階における教育の基礎の上に，心身の発育・発達に応じての
教育を行うところである。教科担任制を採っている関係で特別活動，特にホームルーム活
動における保健指導の実施等が大切であり，機会をとらえて健康課題を取り上げる必要が
ある。また，生徒会活動や健康診断の機会なども有効に利用することが重要である。
　歯・口の状態は，永久歯の萌

ほう

出
しゅつ

も終了して安定しているが，上級生では第三大臼
きゅう

歯（智
ち

歯，親知らず）の萌
ほう

出
しゅつ

に際して炎症を起こす智
ち

歯周囲炎というような疾病を持つことがあ
る。歯列不正や不正咬

こう

合あるいは顎
がく

関節症や口臭に関して興味・関心を持つ生徒が多くな
り，同様に歯肉炎で歯みがき時に出血するような場合には関心が出てくる。高校生では，
中学生にも増して疾病の背景因子について科学的な説明が必要と考えられる。成人期の入
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り口に達するので，生涯にわたる健康づくりの視点が必要である。歯肉炎やＣＯ（要観察
歯）のような状態は，自分の健康行動を変えたり，生活行動を見直したりすることで症状
が容易に改善することが多いので，「自分の体は，自分で大切にすれば，それに応えてく
れる」ことを理解させ，将来にわたって生活習慣病にかからない生活への自覚を持っても
らうことが重要である。このような取組は，当然のことながら「生きる力」の育成にもつ
ながるものである。また，高校生期になるとラグビー，バスケットボールなどのコンタク
ト・スポーツや野球などで「歯・口の傷害」の件数が圧倒的に多くなるので，生涯にわた
る安全確保の視点から，安全学習・安全指導を推進し，自他の安全の保持増進に対する理
解を深めることも考えられる。また，実際的な外傷予防のためにマウスガードの装着が効
果的であることを理解させたい。

（課題）
（1）生涯にわたる健康づくりにおける歯・口の健康の重要性の理解
（2）�歯・口の健康づくりに必要な生活習慣（咀

そ

嚼
しゃく

，規則的な食事と歯・口の清掃等）の
確立

（3）歯周病の予防の意義と方法の理解と実践
（4）自分の歯・口の健康課題への対応
（5）運動やスポーツでの歯・口の外傷の予防の意義や方法の理解と実践

5  特別な支援を必要とする子ども

　特別な支援を必要とする子どもの歯・口の健康づくりは，生涯にわたる健康づくりの基
礎として，また生活の自立や生活の質的な向上あるいは社会参加の視点から，さらには二
次的な障害を防止するために重要な課題であると言える。歯・口の病気の予防や口腔

くう

機能
の発達をはぐくむために，乳幼児期からの継続的で計画的な対応が必要とされる。病名あ
るいは障害の種類による一律的な対応を考えずに，個々の障害の状態，発育・発達段階，
残存機能などの差によって対応方法を考慮する必要がある。歯・口の状態については，障
害の種類によっては歯列不正，歯数の不足，形成不全，形態不全などが生ずることがあり，
また食べる機能の障害や発音障害などの機能障害もある。基本的には，学校歯科医等の専
門家等の指導・管理の下，学校と家庭が連携し，障害がもたらす口腔

くう

環境への影響の理解
と，その悪化を防止するための支援方策への配慮が必要である。
（課題）
（1）歯・口の健康の大切さの理解
（2）歯・口の発育と機能の発達の理解
（3）歯・口の健康づくりに必要な生活習慣の確立と実践
（4）むし歯や歯周病の原因と予防方法の理解と実践
（5）障害の状態，発育・発達段階を踏まえた支援と管理の実践
（6）必要な介助と支援の実践
（7）歯・口の外傷の予防の支援と管理

＊前記の各学校段階等の課題も参考とする。
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第 3 節   基本的な指導の考え方

1  学校における歯・口の健康づくり

　学校における歯科保健活動は，教育活動の一環として行われ，子どもの生涯にわたる健
康づくりの基盤を形成し，心身ともに健全な国民の育成を期す活動である。
　学校における歯科保健活動は，子どもの健康づくりに対する意識や行動の芽生えを，歯・
口を題材として支援していくという性格を持っている。これまで，学校歯科保健活動は，
歯・口という子どもにとって理解しやすい共通性に富んだ題材として，健康教育活動を効
果的に実践するため学校教育に位置付けられ展開されてきたところに高い評価が与えられ
ている。
　教育の実践活動として歯みがきの指導があったり，また活動の結果としてむし歯被患率
の低下等がもたらされたりすることは事実である。しかし，大切なことは歯科保健活動を
通じて，子どもに健康とは何か，どのようにすれば健康の保持増進ができるかを発達の段
階に応じて，自ら考え，実践できる能力をはぐくむことにある。さらには，生涯にわたり
安全に生活するための習慣や態度の育成についても，歯・口を題材とするなどして自ら学
習する機会を作ることができる。
　このような教育の総体として，生涯にわたり自律的に健康や安全の保持増進ができる国
民の育成につながると考える。
　すなわち，歯・口の健康づくりにかかわる全ての保健活動は問題発見・解決型の学習と
して位置付けることが可能であり，各学校の教育目標の具現化あるいは教育課題の解決に
効果をもたらすものと期待できる。

2  リスク・スクリーニング

　学校における健康診断はリスク・スクリーニングであるが，その健康診断の結果を十分
に踏まえ，教育の力によって子ども全体の健康の保持増進を図る一方で（ポピュレーショ
ン・アプローチ），問題のある子どもに対しては学校保健関係者が家庭や医療機関との連
携の中で対応する必要がある（ハイリスク・アプローチ）。（図２）
　病気に対しては治療をもって解決するしかないが，病気になりそうなリスクを発見した
場合の対応は健康教育・健康相談あるいは保健指導が重要であることを認識する必要があ
る。
　健康の状態は，子ども一人一人に違いがあり，健康を保持増進する方法も多様である。
「自分にとって健康とはどのような状態なのか」，「健康とは一体何か」あるいは「健康で
あることの価値は何か」等を考え，その答えを自分なりに求め，自ら考えた方法で実践し，
その結果を評価する目を持ち，さらには友人の健康や家族の健康等を考えることは，すな
わち「生きる力」をはぐくむことにもつながることなのである。健康は自己実現のための
重要な資源でもある。
　歯・口の健康づくりは「見える」対象であるので，子どもにとって理解しやすい健康課
題である。しかも，「食べる」「話す」「表情をつくる」「運動する」等の機能との関係も判
断しやすいことから，健康が自らの生活の豊かさや楽しさに直結しているという理解も得
やすいはずである。
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　近年，疾病構造が変化し，結核のような感染症対策から生活習慣病対策が重要度を増し
てきた。生活習慣病は，生活習慣が疾病の発症に深く関係していることが明らかになった
ことに伴い,一次予防を重視して生活習慣の改善を図る必要性から導入された概念であり，
「食習慣，運動習慣，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣が，その発症・進行に関与する疾患群」
と定義される。したがって，生活習慣病の予防に関して，学校における歯・口の健康づく
りが有効であると考えられる。
　その理由は，歯・口の健康づくりにおいては，例えばGO（歯周疾患要観察者）と評価
された場合，歯肉炎のように進行すると歯周炎に至る生活習慣病の途中の段階が見えるこ
とである。さらに，それに対して改善するように自らが行動変容をすれば，進行を止めた
り，改善することができたりするということを，実際に体験することができるからである。

図2　健康レベルと疾病リスク

第 4 節   目標及び内容

1  歯・口の健康づくりの目標

　学校における歯・口の健康づくりの目標は，子どもが発達の段階に応じて自分の歯・口
の健康課題を見つけ，課題解決のための方法を工夫・実践し，評価できるようにし，生涯
にわたって健康な生活を送る基礎を培うとともに，自ら進んで健康な社会の形成に貢献で
きるような資質や能力を養うことにある。具体的には次の3つの目標が挙げられる。
（1）�歯・口の健康づくりに関する学習を通して，自らの健康課題を見つけ，それをより

よく解決する方法を工夫・実践し，評価して，生涯にわたって健康の保持増進がで
きるような資質や能力を育てる。

（2）�歯・口の健康づくりの学習を通じて，友人や家族など他人の健康にも気を配り，自
他ともに健康であることの重要性が理解できるようにする。

（3）�健康な社会づくりの重要性を認識し，歯・口の健康づくりの活動を通じて，学校，
家庭および地域社会の健康の保持増進に関する活動に進んで参加し，貢献できるよ
うにする。

教育力

人

数

高い健康レベル 低い健康レベル

ハイリスク者

改善
健康教育等によるリスク低下

（ポピュレーション・アプローチ）

改善

専門的な管理等によるリスク
低下の支援
（ハイリスク・アプローチ）

子どもの集団
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2  各発達の段階における重点及び内容

　前記の目標を実現するための各発達の段階における歯・口の健康づくりの重点と内容は，
次のとおりである。

＜幼稚園＞
　幼稚園においては，家庭と連携して，子どもに基本的な生活習慣を確立する過程として
の健康行動がとれるよう働きかけることが大切である。また，健康づくりにとって重要な
「食べる機能」の獲得にも注意を払う必要がある。
（1）重点
　歯や口に関心を持ち，基本的生活習慣としての歯・口の清掃や，間食の規則性を守
り，好き嫌いなく，よく噛んで食べることができるようにする。

（2）内容
①自分の歯や口の理解
ア　自分の歯の様子を鏡でみることができる。

②歯・口の清掃
ア　嫌がらずに保護者と歯みがきができる。
イ　食事の後に自分でも歯みがきをしようとする。
ウ　食べた後にブクブクうがいができる。

③基本的な食生活
ア　おやつは規則的にとることができる。
イ　好き嫌いなく何でも食べることができる。
ウ　�食べ方のマナーを知るとともにしっかりと咀

そ

嚼
しゃく

し飲み込むことができる。

＜小学校＞
　小学校における基本的な生活習慣の確立を図ると同時に，生涯における健康づくりの基
礎を培うために積極的に歯・口の健康づくりを活用すべきである。様々な機会を通して，
計画的かつ組織的に歯・口の健康づくりを展開し，子どもに確かな健康観を育てていく必
要がある。
（1）重点
①�歯・口の発育や疾病・異常など，自分の歯や口の健康状態を理解し，それらの健康
を保持増進する態度や習慣を身に付けることができるようにする。

②�むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯のみがき方や望ましい食生活などを理解し，
食べ方のマナーを知り，しっかり咀

そ

嚼
しゃく

して飲み込むことができるなど歯や口の健康
を保つのに必要な態度や習慣を身に付ける。

③�歯・口の健康づくりから全身の健康づくりへ健康行動を展開できる。
（2）内容
①自分の歯や口の健康状態の理解
　歯・口の健康診断に主体的に参加し，自分の歯・口の健康状態について知り，健
康の保持増進に必要な次の事柄を実践できるようにする。
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ア　歯・口の健康診断とその受け方
イ　歯・口の病気や異常の有無と程度
ウ　歯・口の健康診断の後にしなければならないこと
エ　乳歯から永久歯への交換と体の成長の理解
オ　第一大臼

きゅう

歯のむし歯予防の方法
カ　歯の形とその役割

②むし歯や歯肉の病気の予防に必要な歯のみがき方や食生活
ア�　歯や口を清潔にする方法について知り，常に清潔に保つことができるようにす
る。
（ア）歯のみがき方とうがいの仕方
（イ）フッ化物配合歯磨

ま

剤やフロスについて知る
イ�　むし歯や歯肉の病気の予防，さらに歯の健康に必要な食べ物について知り，歯
の健康に適した生活習慣を身に付けることができるようになる。
（ア）むし歯や歯肉の病気の原因とその予防
（イ）咀

そ

嚼
しゃく

と歯の健康
（ウ）歯の健康に必要な食生活
（エ）間食のとり方，選び方

③歯・口の健康づくりから全身の健康づくりへと行動を広げることができる。
ア　歯みがきが手洗いなどの清潔と関連付けられる。
イ　健康づくりには努力が必要であることがわかる。

＜中学校＞
　中学校においても基本的な目標と内容は，小学校で示されたものと大きな違いはないが，
永久歯の咬

こう

合が完成する時期であると同時に，むし歯も歯肉炎も発生しやすい年齢にある
ことから，さらに実践が重要となる。また，歯の外傷の発生率も高くなる時期なので，特
に歯や口の外傷予防についての理解を深めることができるようにする。
（1）重点
　歯や口の健康課題を自ら発見して解決し，生活習慣の改善など毎日の生活に生かす
ことができる。また，歯・口の健康づくりを基礎として，食と健康との関係を理解し，
生涯にわたって食べる機能の保持ができるなど心身の健康づくりへ展開することがで
きる。さらに，スポーツによる歯・口の外傷についても理解し，予防しようとする態
度を育成する。

（2）内容
①自分の歯や口の健康状態の理解
ア　むし歯や歯肉炎の原因と予防の方法を知る。
イ　歯列や咬

こう

合の状態を理解する。
ウ　口臭の原因と予防の方法を知る。

②むし歯や歯肉の病気等の予防に必要な歯のみがき方や食生活
ア�　効果的な歯みがきの方法とフロスなどの用具を知り，自分に合った方法を工夫
できる。
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イ�　フッ化物配合歯
し

磨
ま

剤等の歯
し

磨
ま

剤の機能を知り，実践に生かすことができる。
ウ�　歯みがきが歯肉炎の改善に役立つことを知り，歯みがきの仕方を改善すること
ができる。

エ　間食の選択と，とり方の自己管理ができる。
オ　食の重要性を理解し，食生活の改善と自己管理ができる。
カ　歯・口の外傷の原因や予防の方法を知る。

＜高等学校＞
　高等学校では，卒業後に社会へ巣立つ生徒もあることから，生涯にわたる健康の保持増
進という観点からも歯科保健の大切さを理解させ，実践できるようにすることが必要であ
る。重点と内容については，中学校とほぼ同様である。
（1）重点
　歯や口の健康課題を自ら発見して解決し，生涯にわたって進んで健康によい生活行
動が実践できる。また，食と健康との関係を理解し，生涯にわたって食べる機能の保
持ができる。さらに，スポーツにより歯・口の外傷が起こることについても理解し，
予防しようとする態度を育成する。

（2）内容
①自分の歯や口の健康状態の理解
ア　むし歯や歯肉炎の原因と予防の方法を知る。
イ　健康相談等のサービスを活用することの有効性について知る。

②むし歯や歯肉の病気等の予防に必要な歯のみがき方や食生活
ア�　効果的な歯みがきの方法とフロスなどの用具を知り，自分に合った方法を工夫
できる。

イ�　フッ化物配合歯磨
ま

剤等の歯磨
ま

剤の機能を知り，実践に生かすことができる。
ウ�　歯みがきが歯肉炎の改善に役立つことを知り，毎日の実践にいかすことができ
る。

エ　間食の選択と，とり方の自己管理ができる。
オ　食の重要性を理解し，食生活の改善と自己管理ができる。
カ　マウスガード等により歯・口の外傷予防を自己管理できる。

＜特別支援学校＞
　特別支援学校においては，幼稚園，小学校，中学校，および高等学校に示した各目標に
沿いながら，一人一人の障害の種類や程度に応じて個別の目標を設定することが重要であ
る。積極的な支援活動を背景として，自立に向けた知識，態度および習慣の育成を図る。
（1）重点

　障害のある子どもの障害の種類や程度と発育・発達段階に即しながら，歯・口の
健康づくりの活動を通じて，健康意識や健康行動の変容を促し，自らの力を最大限
に発揮させ，自立に向けた態度や習慣を身に付けることができるようにする。

（2）内容
　既に述べた各学校段階等の内容を参考として，一人一人に合った内容を検討する。
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第 5 節   教育課程への位置付け

1  学校における歯・口の健康づくりの領域と構造

　学校における歯科保健活動は，歯科保健教育及び歯科保健管理の2つに分けられる。学
校においては，歯科保健教育と歯科保健管理は深く関連している。それらを円滑に実施す
るために学校，家庭及び地域社会が組織的な活動を展開するという構造になっている（図
３）。図３に示す歯科保健教育，歯科保健管理，歯科保健に関する組織活動については，
第３章，第４章，第５章で詳しく説明する。

図3　学校における歯・口の健康づくりの領域と構造

2  教育課程への位置付け

　学校歯科保健教育は，総則の「体育・健康に関する指導」の趣旨に沿い，各学校段階の
教育要領及び学習指導要領において，口腔
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施することになる。以下，教育要領及び学習指導要領の関連部分を挙げる。

〔幼稚園〕
　幼稚園においては，学校教育法第23条に示された教育目標の第1号で，
健康，安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い，身体諸機能の調和的発達
を図ること。
としている。また，幼稚園教育要領の第2章「ねらい及び内容」においては，幼児の発達
の側面から，「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域にまとめ，ねらい及
び内容を示している。これらのねらいは，幼稚園生活全体を通じ，幼児が様々な体験を重
ねる中で，相互に関連を持ちながら次第に達成に向かうようにするものであり，これらの
内容は，幼児が行う具体的な遊びや活動を通して総合的に指導されなければならず，生涯
にわたる人間形成の基礎を培う上で，幼児期からの健康づくりが重要であることを示して
いる。
　領域「健康」では，歯・口の健康づくりに関連するねらいとして「健康，安全な生活に
必要な習慣や態度を身に付ける」とし，内容として「身の回りを清潔にし，衣服の着脱，
食事，排泄などの生活に必要な活動を自分でする」「自分の健康に関心をもち，病気の予
防などに必要な活動を進んで行う」などが示されている。さらには，「健康な心と体を育
てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切である」ことや，「基本的な生活
習慣の形成に当たっては，家庭での生活経験に配慮し，幼児の自立心を育てること」の必
要性が述べられている。また，これらの指導を進める際には，家庭における歯みがきの習
慣づくりや食事・間食のとり方などについて保護者の理解を深めて，幼稚園と家庭が一体
となって健康づくりを進めることが重要である。

〔小学校，中学校，高等学校，中等教育学校〕
　小学校，中学校，高等学校，中等教育学校においては，各学習指導要領第1章第1の3体育・
健康に関する指導において，
　学校における体育・健康に関する指導は，児童（生徒）の発達の段階を考慮して，学
校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並び
に体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導
については，体育科（中学校，高等学校−保健体育科）の時間はもとより，家庭科（中
学校−技術・家庭科），特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよ
う努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りな
がら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健
康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
としており，健康に関する指導は，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校ともに教育
活動全体を通して行うこととしている。特に，健康の保持増進に関する指導は体育科（中
学校，高等学校−保健体育科）での学習の充実を図るとともに，特別活動の学級活動（ホー
ムルーム活動）における健康・安全に関する保健指導，学校行事の健康安全・体育的行事，
児童会（生徒会）活動，クラブ活動（小学校のみ）などにおける体力の向上や健康・安全
にかかわる諸活動を積極的に行うことによってその充実を図ることが大切である。
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　さらに，学校の判断により，総合的な学習の時間において，体育科・保健体育科の保健
学習や学級活動等における保健指導で取り扱う内容と関連付け，その発展として子どもの
興味や関心に基づいて健康に関する課題を取り上げて学習することができる。このことに
より，子どもが身近な健康問題から現代社会が抱える健康課題まで視野を広げ，全身の健
康や生涯の健康について考え，自己の生き方を考える学習となり，子どもの「生きる力」
の育成につながるものと期待される。
　また，生活科，理科，家庭科（中学校−理科，技術家庭科，高等学校−家庭基礎，家庭
総合，生活技術）等の教科における関連する内容や道徳の時間（小学校）における「健康
や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがままをしないで，規則正
しい生活をする」「生きることを喜び，生命を大切にする心を持つ」（1・2年）「自分でで
きることは自分でやり，節度ある生活をする」「自分でやろうと決めたことは，ねばり強
くやり遂げる」（3・4年）「生活を振り返り節度を守り節制に心掛ける」「生命がかけがえ
のないものであることを知り，自他の生命を尊重する」（5・6年）などの内容と関連して
指導を行うことにより効果を高めることが大切である。
　さらに，学校給食や日常の学校生活における指導や子どもの実態に即した個別指導を行
うことも必要になってくる。
　各学校において，歯・口の健康づくりを効果的に進めるためには，学校の指導体制を確
立することや子どもの歯・口の健康状態を的確に把握し，それにふさわしい全体計画や具
体的な指導計画を作成し，計画的・継続的に取り組む必要がある。これらの学校における
歯・口の健康についての指導が，学校生活のみならず，家庭等における日常生活でも適切
に実践されることが重要であり，家庭との密接な連携を図りながら進めることが必要と
なってくる。

〔特別支援学校〕
　幼稚部では特別支援学校幼稚部教育要領第1章総則の第2（教育の目標）及び第2章（ね
らい及び内容等）での領域「健康」及び自立活動の内容を含め，健康は教育の重要な項目
である。また，小学部・中学部学習指導要領並びに高等部学習指導要領第1章総則におい
ては，
　学校における体育・健康に関する指導は，児童又は生徒（高等部−生徒）の発達の段
階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校におけ
る食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持
増進に関する指導については，小学部の体育科及び中学部の保健体育科（＊保健体育科）
の時間はもとより，小学部の家庭科（知的障害者である児童に対する教育を行う特別支
援学校においては生活科），中学部の技術・家庭科（知的障害者である生徒に対する教
育を行う特別支援学校においては職業・家庭科）（＊家庭科），特別活動，自立活動など
においてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの
指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・
健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための
基礎が培われるよう配慮しなければならない。
（＊高等部学習指導要領での記載内容を示す）
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と示されている。
　以上のように，「歯・口の健康に関する指導」は幼稚園，小学校，中学校，高等学校及
び特別支援学校ともに，各学校の教育課程に適切に位置付けて，学校教育全体を通じて行
うものである。

（1）保健学習
①教科における歯・口の健康づくり
　体育科（保健体育科）の「保健」については，小学校第3・4学年から中学校及び
高等学校の保健体育科と系統的に学習を積み重ねることにより，生涯を通じて自ら
の健康を適切に管理し，改善していく資質や能力を育てる正しい健康観と実践力を
養うことをねらいとしている。
　歯・口の健康づくりに関する学習を進めるに当たっては，適切な指導時間を確保
するとともに指導方法を工夫して，単なる知識の記憶にとどめるだけでなく，基礎
的・基本的な内容を簡単な実験や実習など体験的な学習を取り入れながら子どもが
自らの歯・口の大切さに気づき，自らの生活行動や生活環境における課題を把握し，
改善できる資質や能力の基礎を培うようにすることが重要である。
　歯・口の健康づくりに関する内容については，小学校学習指導要領において，体
育G保健に「（３）病気の予防について理解できるようにする」ことをねらいとして，
「ウ　生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には，栄養の
偏りのない食事をとること，口腔の衛生を保つことなど，望ましい生活習慣を身に
付ける必要があること」が示されている。また，小学校学習指導要領解説体育編に
おいて，「（３）病気の予防　ウ　生活行動がかかわって起こる病気の予防」に「む
し歯や歯ぐきの病気」などを取り上げ，その予防には，口腔の衛生を保つことなど
健康によい生活習慣を身に付ける必要があることが示されている。高等学校学習指
導要領解説保健体育編の科目「保健」のにおいては，「（１）現代社会と健康　イ　
健康の保持と増進と疾病の予防（ア）生活習慣病と日常の生活行動」に生活習慣病
の取り上げる疾病の一つとして「歯周病」が示されている。

②総合的な学習の時間における歯・口の健康づくり
　総合的な学習の時間のねらいは，次の通りである。
（1）自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を
解決する資質や能力を育てること。

（2）学び方やものの見方を身に付け，問題の解決や探求活動に主体的，創造的に
取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるようにする。

　各学校では，このねらいを踏まえ，学校や地域の実態，児童の実態に応じ，創意
工夫を生かした活動を展開するものであるが，例示として国際理解，情報，環境，
福祉・健康などの横断的・総合的な課題が示されている。
　子どもが保健学習や保健指導で得た興味・関心や課題の発展として，総合的な学
習の時間で歯・口の健康づくりに関する課題を取り上げることになる。子どもにとっ
て身近な歯・口を切り口にして，食べることや会話を交わすことなど歯・口の健全
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な機能保持の大切さを理解する学習となったり，人が生きるうえでの生活の質
（QOL−Quality� of�Life）を様々な側面から高めることにつながる学習となったり
する。結果として，自己の生き方を考えることのできる学習になると期待される。
　その際，効果的で質の高い学習とするため，養護教諭や栄養教諭・学校栄養職員，
学校歯科医など専門性を有する教職員や歯科衛生士や地域の方々などの参画・協力
を得て，子どもの課題に応じた支援ができるような体制づくりをすることが必要で
ある。

（2）保健指導
①学級活動・ホームルーム活動等における歯・口の健康づくり
○幼稚園
　幼稚園においては，小学校以降の教育とは異なり，幼児の生活を通して総合的
な指導を行うこととしているため，教育課程上，学級活動の時間を設定すること
とはされていない。そのため，歯・口の健康づくりは特別な時間を設定するとい
うことではなく，日常生活の中で，幼児なりに自分の体を大切にすることに気付
かせ，手洗いやうがい，歯みがきなど病気にかからないために必要な活動や健康
行動を自分からしようとする態度を育てることが必要である。

○小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校
　小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校における学級活動・
ホームルーム活動においては，概ね共通して次の2つの活動内容があり，学級
（ホームルーム）や学校の生活の充実を図り，健全な生活態度を育成することを
特質としている。
（1）学級（ホームルーム）や学校の生活づくり
（2）日常の生活や学習への適応（適応と成長）及び健康安全
　歯・口の健康づくりは，（2）の子どもの心身の健康を増進し，健全な生活態度
を育成するねらいで行うものである。
　むし歯や歯肉の病気の予防や食べる機能を高めることなどについて，科学的な
理解を通して，望ましい態度や習慣が身に付くようにしなければならない。した
がって，歯・口の健康づくりに関する内容を年間の指導計画に適切に位置付け，
計画的に実施することが必要である。また，子どもによる自主的実践的な活動を
助長するよう問題解決的活動や体験的活動を取り入れ，健康づくりに対する意欲，
態度，実践力を高めるような指導を工夫することが重要である。
　歯・口の健康づくりに関する内容については，中学校学習指導要領解説特別活
動編の「学級活動（2）適応と成長及び健康安全　キ　心身ともに健康で安全な
生活態度や習慣の形成」及び高等学校学習指導要領解説特別活動編「ホームルー
ム活動（2）適応と成長及び健康安全　ク　心身の健康と健全な生活態度や規律
ある習慣の確立」に題材の一つとして「口腔の衛生」が新たに示されている。
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②学校行事における歯・口の健康づくり
　学校行事は，全校または学年を単位とする大きな集団による活動であり，学校生
活に秩序と変化を与えるとともに，学校生活の充実と発展に資することを特質とし
ている。学校行事は，子どもが各教科等の日常の学習や経験を総合的に発揮し，発
展させる活動であり，学級の場を越えた多様な友人と活動をともにすることにより，
学校や学年への所属感を深めるとともに，集団行動における望ましい態度を身に付
けるものである。
　歯・口の健康づくりに関する活動は，学校行事の健康安全・体育的行事に位置付
けられている。学級活動を始め，児童会・生徒会活動，委員会活動，クラブ活動な
ど日常の学習や活動の成果の総合的な発展を図るという特質を生かし，健康診断，
「歯の衛生週間」行事等において歯・口の健康づくりの意義の啓発や意識を高める
活動などを実施することが考えられる。また，健康・安全に関する行事以外の学校
行事，例えば，遠足旅行的行事において歯みがきや間食のとり方についての実践的
な指導を行うことができる。いずれも体験的活動を通して，歯・口の健康づくりの
理解を深める重要な機会である。
　健康診断や「歯の衛生週間」行事等の機会を利用して，学校歯科医による子ども
への指導を実施することなどは，子どもの健康づくりの実践力を一層促すものとな
る。

③児童会・生徒会活動における歯・口の健康づくり
　児童会・生徒会活動は，全校の子どもで組織する児童会・生徒会において学校生
活の充実と向上を図るため，協力して諸問題を解決することを特質としている。教
師の適切な指導の下に，諸問題の解決に向けて，一連の活動を自発的，自治的な実
践活動として展開することが大切である。児童会・生徒会活動においては，全校的
な立場から代表委員会や健康に関する委員会の活動を通して，歯・口の健康に関す
る話合いや役割を分担しての実践活動が予想される。したがって，自治的・自発的
な実践活動の過程で歯・口の健康に関する問題が取り上げられ，健康づくりに対す
る意識が高められるよう指導することが大切である。

④子どもの実態に即した個別指導
　健康づくりの諸活動の究極のねらいは，子ども一人一人が積極的に健康を保持増
進できるようにすることである。したがって，歯・口の健康づくりに関する指導に
おいても，子どもの実態に即した適切な個別指導を計画的に継続的に行うことが必
要である。歯・口の健康診断の結果を生かした個別指導は，一人一人の問題点に気
付かせ，その対処の仕方を指導する機会であり，問題を解決し，健康づくりの実践
を促すために有効な指導である。
　また，学校保健安全法においては，保健指導に関連して，子どもの実態に応じて
日常の健康観察や健康相談と関連した個別指導が必要とされている。特に，幼児や
障害のある子ども等は，一人一人の発育や発達の状態，あるいは障害の種類や程度
が異なるので，個別指導は欠かすことができない重要な指導である。一人一人の状
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況に即した指導（援助，介助）の仕方を工夫するとともに，家庭との連携を図りな
がら健康づくりを実践する態度を身に付けるようにすることが重要である。

⑤その他，日常の指導等における歯・口の健康づくり
　歯・口の健康づくりに関する指導は，各学校の教育課程・指導計画や時間割等に
明確に位置付けられた時間のほかに，学級担任による朝や帰りの会，休憩時間，放
課後の時間を活用しての指導，あるいは養護教諭が保健室来室者に指導や助言を行
う機会などが考えられる。健康に関する情報を提供したり，質問に答えたりするな
ど，子どもへの適時適切な指導は歯・口の健康づくりに対する関心や意欲を高める
有効な機会となる。
　特に，給食の時間を活用し，子どもの食事の状況等を捉えて，食生活や食習慣に
関する指導を行うことは，歯・口の健康づくりの実践を一層促す効果的な指導の機
会となる。

3  指導計画等の作成とその組織的展開

　各学校で歯・口の健康づくりを教育課程に位置付けて，組織的，計画的に推進していく
ためには，学校教育目標を受けて，歯・口の健康づくりの目標＜育てたい子ども像や育て
たい態度・能力等＞を設定し，その目標を具現化するための全体計画（構想や各活動間の
関連，役割分担等）や年間指導計画等を作成し，組織を整える必要がある。

　歯・口の健康づくりの諸活動は，教育活動全体を通して行われるので，各教科，総合的
な学習の時間，道徳，特別活動等を網羅した全体計画と各教科等の指導計画，総合的な学
習の時間の学習計画（学習プラン），学級活動（ホームルーム活動）や学校行事等の計画
の作成が必要になってくる。
　全体計画は，教育活動全体を通して行われる歯・口の健康づくりの総合的かつ基本的な
計画である。この計画には，各学年の指導の重点，指導内容，指導の時期，配当時間数，
各教科領域との関連，保健管理との関連，さらには家庭，ＰＴＡや地域社会との連携など
を盛り込むことが必要である。
　学級活動（ホームルーム活動）や学校行事の計画は，全体計画の中で挙げた事項を，実
際の指導に役立つようにより具体的なものにする必要がある。例えば，1単位時間で行う
指導の学年別の題材，主な内容及び時間数，さらに20分程度で行う指導の重点なども明ら
かにし，指導の方法や資料なども示し，活用しやすい計画にすることが大切である。また，
学校行事における歯・口の保健指導の計画としては，健康診断の時期や方法，事前の準備
や指導の内容，事後措置の対象や方法を明らかにしておくことが必要である。健康診断や
歯の衛生週間に関する行事のように直接に歯・口の保健指導の内容とするものと，遠足や
集団宿泊などのように，各行事を通して歯・口の健康に関する指導を行うものとがある。
これらについても学級活動（ホームルーム活動）等他の保健指導との関連が図られるよう，
指導内容や時期などについて工夫して計画を作成する必要がある。
　以上のように，全体計画に基づいて，各保健指導等の計画を相互に適切に関連付けて作
成することにより，指導が円滑かつ効果的に展開されるようになる。
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さらに，これらの諸計画の作成に際しては，全教職員の共通理解と協力の下に，それぞれ
の役割を明確にして組織的に指導を進めることが必要である。

第 6 節   歯・口の健康づくりの評価

1  評価の基本的な考え方

　一般に，学校における歯・口の健康づくりの評価は，一定期間の取組を実施した後ある
いは年度末等に，前年度あるいは取組前と比較し各学校で設定した目標をどの程度達成し
たか判断し，その結果を指導の改善に役立てるとともに，次の取組の目標（重点）や計画
の作成，実施方法及び組織体制などの学校運営の改善に役立たせることを目的として行わ
れる。
　したがって，学校における歯・口の健康づくりの評価は，学校評価に位置付けた計画や
取組（保健教育，保健管理，組織活動）等の評価及び健康行動や疾病等の状況に関する評
価を実施し，その結果を総合的に分析・総括して，各学校の設定した目標等に照らして評
価を実施することが必要である。そのためには，校長のリーダーシップの下，PDCAサイ
クルを重視し，保健主事，養護教諭はもとより全教職員が参画して取組の成果を検証し，
計画的かつ継続的に必要な支援・改善を行うことにより，的確な問題把握と問題解決に資
するよう努め，学校運営の改善と教育水準の向上を図ることが重要である。その際，これ
までの歯・口の健康づくりの評価が，むし歯や歯肉の病気等の歯科疾患の状況や一人平均
むし歯歯数（一人平均DMF歯数，第4章第2節参照），むし歯の処置率などの疾病等の状況
からのみ，その成果を評価する傾向があったが，学校における歯・口の健康づくりの取組
は学校教育の一環として行われているので，それだけでは極めて不十分であることを念頭
に置く必要がある（図4）。

図4　歯・口の健康づくりの評価の構造

【歯・口の健康づくりの目標に基づく評価】

各学校の歯・口の健康づくりの目標の

達成の状況を判断する評価
各学校の教育目標・重点

具現化

具体的な評価結果の分析と総括

各学校の歯・口の健康

づくりの目標
【評価の観点及び内容に基づく具体的な評価】

具現化

学校評価に位置付けた 健康行動や疾病等の

計画，取組等の評価 状況に関する評価 学校における歯・口の健康

づくりの目標（本資料参照）
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2  評価の観点と内容例

（1）各学校の歯・口の健康づくりの目標に基づく評価
　設定した目標が，どの程度達成できたかを評価する。
　対応する目標の一例；歯・口の健康づくりを通した健康的な生活習慣の形成
＜目標の達成度に対する評価の具体的な指標の一例＞
＜健康行動などが,概ね目標とするものに改善できたかという観点から＞
　・食事，運動，休養・睡眠を適切にとり，健康的な生活習慣を身に付けている。
　・90％以上の子どもが，ほとんど歯垢

こう

を残さない歯みがきをしている。
　・感触を適切に選んだり，よく噛んで食べたりする習慣が身に付いている。
　・むし歯等の治療完了率が，ほぼ100％である。
＜目標達成のための取組（教育，管理，組織活動）が効果的であったかという観点から＞
　・保健学習及び特別活動での生活習慣形成の授業を，計画どおり実施している。
　・親子歯みがきの実施率が，80％以上である。
　・各学期の掲示活動や環境整備が，計画通り行われ，実践の意欲を高めている。
＜健康状態，疾病状況が，改善されたかという観点から＞
　・新しいむし歯が，できていない子どもが90％以上である。
　・未処置のむし歯を持つ子どもの割合が，改善されている。

（2）評価の観点及び内容
①歯・口の健康づくりの計画や取組等の評価
ア�　目標や計画に，前年度の歯・口の健康づくりに関する評価の結果，子どもや地域
社会の実態，教職員の意見等が反映されているか

イ�　歯・口の健康づくりに関する教育，管理及び組織活動が，適切に学校保健計画に
位置付けられているか。

ウ�　関連教科や特別活動（学級活動，ホームルーム活動，学校行事，児童会活動，生
徒会活動等）等で，歯・口の健康づくりを含む保健教育が適切に実施されているか。

エ�　健康観察，健康相談，健康診断（含事後措置），個別指導等が適切に実施されて
いるか。

オ�　保健主事，養護教諭，学級担任等が役割を分担し，連携して，役割を果たしてい
るか。

カ�　学校保健委員会が開催されるなど保護者及び関係機関・団体など地域社会との連
携が，密接に図られているか。

キ　歯・口の健康づくりに関する教職員の研修が，実施されているか。
ク�　法令に基づく児童生徒等の健康診断票，学校歯科医の執務記録簿，保健調査票が
適切に記載され，保管されているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

②健康行動や疾病等の状況に関する評価
ア　健康行動が改善されているか。
・歯みがきなどの口腔

くう

清掃，歯科医院の受診状況等
・食事，運動，休養・睡眠，生活リズムなど
・噛む，選んで食べるなどの食事の仕方，間食など食行動の状況
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イ　健康状態，疾病等の状況が改善されているか。
・学校，学年，学校等の集団全体の歯・口の健康状態（傾向）の状況
・�「CO（要観察歯）」「GO（歯周疾患要観察者）」などむし歯や歯周病等に関するハ
イリスク児の状況
・むし歯，歯周病，歯列・咬

こう

合，顎
がく

関節粘膜疾患等の歯科疾患の状況
・歯・口の傷害（障害）の状況はどうか

3  評価の機会と方法

　歯・口の健康づくりの取組は，学校教育全体を通じて行われるものであり，評価も学校
教育全体の中で，適切な方法を選択し，多面的かつ継続的に行うことが大切である。学校
保健計画に位置付けた保健教育，保健管理，組織活動に対して，具体的な取組終了時の評
価や学期末，学年末などの適切な時期に評価の機会を設ける必要がある。
　さらに，各学校の歯・口の健康づくりの目標に基づく評価を実施する際には，基礎的な
評価結果を簡潔に示し，子どもや保護者アンケート，保護者懇談会，子どもや職員の保健
部，学校保健委員会，職員会議などの機会に幅広く意見等を徴収し多くの関係者の意見を
集約することで，評価活動を通して関係者の更なる向上心や参加意識を高めるなどの工夫
を行うことが重要である。

4  評価結果の活用

　評価実施後には，個人情報の保護等に配慮しながら結果を広く共有するとともに，その
基礎的な情報として個々の取組ごとの児童生徒等の反応や行動の変容，健康の状態や疾病
の状況，歯・口の健康に関する医科学的検査結果，面談や観察，アンケート調査結果など
も含めたより具体的で多様な評価を継続的に実施し，目標に基づく評価や取組の教育改善
にも役立てることが重要と考えられる。
　例えば，健康診断でスクリーニング（ふるい分け）しても問題をそのまま放置しておい
ては，何の意味もなく，状況は改善されない。同様に，どのように評価を行ってもその評
価を活用しなければ歯・口の健康づくりは進展しないことから，評価結果を活用するとい
う姿勢が必要である。
　したがって，健康診断の結果を事後措置として個別指導や健康教育に生かす，様々な方
法による評価結果を学校経営や個々の取組の改善に生かす，子ども一人一人の健康によい
生活行動を促す指導や家庭の啓発資料に活用することなどが求められる。
　その際，学校全体の課題を明確にし，それを学校保健委員会等で議題として取り上げ，
解決に向けた方策を協議すること，具体的な取組を展開することは，歯・口の健康づくり
が学校だけでなく家庭や地域と連携した活動となるための有効な方法である。

第 7 節   学校歯科医の職務と役割

1  学校歯科医の職務

（1）学校歯科医の法的な立場
　学校歯科医は，歯科医師法に定められた「歯科医師」としての身分と，学校保健安全
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法第23条に定められた「学校歯科医」の身分を併せ持っている。そして，その職務は学
校保健安全法第１条の「児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため（中略）…もっ
て学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すること」である。したがって医療機関
に従事する歯科医師とは仕事の性質や立場が異なる。その身分は公立学校においては，
非常勤の嘱託的性格を持つ職員であり，学校を管轄する行政・教育委員会が学校歯科医
を委嘱する。

（2）学校歯科医の仕事
　学校歯科医が学校の中で受け持つ仕事は，学校における歯・口の健康づくりの三つの
領域，すなわち「歯科保健教育」「歯科保健管理」「歯科保健に関する組織活動」にまた
がっている。
学校歯科医の職務執行の準則（学校保健安全法施行規則第23条）（抜粋）
一　学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二　法第8条の健康相談に従事すること。
三　法第9条の保健指導に従事すること。
四　法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
五　法第14条の疾病の予防処置のうち齲

う

歯その他の歯疾の予防処置に従事するこ
と。

六　市町村の教育委員会の求めにより，法第11条の健康診断のうち，歯の検査に従
事すること。

七　前各号に掲げるもののほか，必要に応じ，学校における保健管理に関する専門
的事項に関する指導に従事すること。

2　学校歯科医は，前項の職務に従事したときは，その状況の概要を学校歯科医執務
記録簿に記入して校長に提出するものとする。

　学校歯科医は，学校保健計画・学校安全計画の立案に参与することをはじめとして，
学校保健安全法において明確化された健康相談や保健指導の実施，健康診断及びそれに
基づく疾病の予防処置，感染症対策，食育，生活習慣病の予防や歯・口の健康づくり等
について，それぞれ重要な役割を担っている。さらに学校と地域の医療機関等との連携
の要としての役割も期待されることから，各学校において子どもの多様な健康課題に的
確に対応するため，学校歯科医の有する専門的知見の積極的な活用が求められている。

①歯科保健教育
ア　保健学習や保健指導などで，歯科保健に関する事柄について教師に必要な教材や
資料の提供及び助言を行う。

イ　保健に関する学校行事や特別活動などで，教師に必要な教材や資料の提供及び助
言を行う。

ウ　健康診断結果の分析から，事後措置としての保健教育が必要な場合，必要な助言
を行う。
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②歯科保健管理
ア　歯・口腔

くう

の健康診断（定期・臨時・就学時）を行い，処置（予防と精密検査・治
療）及び保健指導を要する者をスクリーニングする。

イ　歯・口腔
くう

の健康相談を行う。
ウ　歯・口腔

くう

の疾患の予防処置及び保健指導を行う。
エ　健康診断時に個別の歯科保健指導を行う。
オ　事後措置として健康診断結果を集計分析し，学校・学年・学級の状態を把握し，
課題や問題点を学校保健委員会に提出し改善策を提案する。

カ　事後措置として精密検査や治療処置が必要な者には受診を勧めるよう指示する。
キ　事後措置の一環としてCO・GOに対し継続的な観察や指導を行う。

③歯科保健に関する組織活動
ア　「学校保健計画」の立案に際して，歯科保健の部分についてはもちろん，より広
い見地から学校保健全般について意見を述べる。

イ　学校保健委員会・地域学校保健会へ参加し，学校・家庭・地域の人々と子どもの
歯・口の健康づくりの推進や，健康に関する課題について提案したり意見を述べた
りして，学校保健関係者（教職員，学校医，学校薬剤師）とのコミュニケーション
を図り，子どもの健康づくりを推進するための協力体制を築く。このためには学校
歯科医本来の仕事の他，運動会，入学式，卒業式等学校行事や地域の行事に積極的
に参加することが望ましい。

（3）学校歯科医としての留意点
①「学校は教育の場である」ことを理解し，関係者と連携してその学校の現状をよく把
握するよう努める。

②ただ単に疾病を検出するだけではなく，疾病予防から，さらには健康の保持増進に繋
げるよう努力し，歯科保健を通して子どもの保健全般の向上に努める。

③学校歯科医は学校においては保健の専門職であり，医療の専門職としての立場だけで
はないことを理解して活動する。例えば処置の必要なむし歯を持つ者がいたら，その
むし歯をどう治療するかではなく，むし歯という課題を持つ者がどう行動すべきかを
指導する，といったことである。

④健康診断及び健康相談の際，子どものプライバシーの保護と人格の尊重に努める。
⑤学校保健関係の講習会，研修会などに積極的に参加し，新しい知識や教育技法の向上
に努める。

⑥その学校の保健状態から，歯・口を健康教育の教材として効果的に活用する方法を知っ
ている。

⑦学級担任，養護教諭，栄養教諭等に対し，学校，学級の現状に合った効果的な教材を
提供，助言できる。

2  学校歯科医に期待される今日的役割

　生きる力をはぐくむために歯科保健教育がより重視されるようになった今日では，学校
歯科医は従来からの歯科保健管理はもちろん，より積極的に教育に関与することが推奨さ
れてきている（平成9年：保健体育審議会答申）。
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平成9年保健体育審議会答申
（前略）健康教育を担当する教職員としては，教諭のみならず，保健関係では養護教諭
はもとより学校医，学校歯科医，学校薬剤師の職員，栄養関係では学校栄養職員など，
専門性を有する教職員まで幅広く考える必要がある。（後略）
　学校医，学校歯科医，学校薬剤師等については，各学校の実態を踏まえ，学校の教育
活動に積極的に参画し，必要に応じて，特別非常勤講師制度を活用するなどして学習指
導等に協力したり，教職員の研修に積極的に取組むなど，その専門性を一層発揮できる
よう配慮すべきである。（後略）

　また，近年の子どもの健康課題の多様化に対応して，学校歯科医はより専門的な見地か
ら，保健管理だけでなく，保健指導や組織活動を通して，学校への支援の更なる充実が求
められている（答申）。

平成20年中央教育審議会答申
（前略）
（5）学校医，学校歯科医，学校薬剤師
①学校保健法では，「学校医，学校歯科医及び学校薬剤師は，学校における保健管理
に関する専門的事項に関し，技術及び指導に従事する」とその職務が明記されてい
る。また，同施行規則において，学校医，学校歯科医は健康診断における疾病の予
防への従事及び保健指導を行うことが明記されている。

②これまでの学校保健において，学校医，学校歯科医，学校薬剤師が専門的見地から
果たした役割は大きいものであった。今後は，子どもの従来からの健康課題への対
応に加え，メンタルヘルスやアレルギー疾患などの子どもの現代的な健康課題につ
いても，学校と地域の専門的医療機関とのつなぎ役になるなど，引き続き積極的な
貢献が期待される。

③学校医，学校歯科医の主要な職務の一つとして，健康診断がある。健康診断におい
ては，疾患や異常を診断し，適切な予防措置や保健指導を行うことが求められてお
り，近年，重要性が増している子どもの生活習慣病など，新たな健康課題について
も，学校医，学校歯科医は正しい情報に基づく適切な保健指導を行うことが必要で
ある。また，学校の設置者から求められ，学校の教職員の健康診断を担当している
学校医も見られるところであり，学校保健法に基づく職員の健康診断では，生活習
慣病予防など疾患予防の観点からの健康管理の重要性が増していることから，教職
員に対する保健指導が効果的に行われる環境を整えていくことについても，検討す
ることが望まれる。

④（略）
⑤また，学校医，学校歯科医，学校薬剤師は，学校保健委員会などの活動に関し，専
門家の立場から指導・助言を行うなど，より一層，積極的な役割を果たすことが望
まれる。

⑥近年，子どもの抱える健康課題が多様化，専門化する中で，子どもが自らの健康課
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題を理解し，進んで管理できるようにするためには，学校医，学校歯科医，学校薬
剤師による専門知識に基づいた効果的な保健指導が重要である。その中でも，学校
医，学校歯科医，学校薬剤師が，急病時の対応，救急処置，生活習慣病の予防，歯・
口の健康，喫煙，飲酒や薬物乱用の防止などについて特別活動等における保健指導
を行うことは，学校生活のみならず，生涯にわたり子どもにとって有意義なものに
なると考えられる。学校医，学校歯科医，学校薬剤師が保健指導を行うに当たって
は，子どもの発達段階に配慮し，教科等の教育内容との関連を図る必要があること
から，学級担任や養護教諭のサポートが不可欠であり，学校全体の共通理解の上で，
より充実を図ることが求められる。

（後略）

　さらに食育基本法の制定や学校給食法の改正により，学校での食育の推進が必要である。
学校歯科医は保健の専門家として積極的に学校教育に参加することが求められている。
　今後は職務として1（2）で述べた項目に加えて，
（1）保健教育
①学級担任等と歯・口を教材とした学習指導案を作成し実行する。
②子どもに対しての直接講話や，食生活指導，ブラッシング指導などを行う機会を増
やす。

（2）保健管理
①保健調査票を活用した健康診断を実施し，個々の状況に応じたリスクを排除するた
めの生活習慣の改善を指導する。

②CO・GOの継続管理結果を評価し，教育的効果が望めるように再度適切な方法を指
導する。

③健康診断結果にとらわれず，保健調査票や生活習慣調査から子どもが悩んでいる問
題について健康相談を行うよう努める。（第4章第3節参照）

（3）組織活動
①保護者便りなどを活用して積極的に歯・口の情報を発信するよう努める。
②保健所，保健センター，地域歯科医師会・地域学校歯科医会，町会・自治会などと
連携して子どもの健康づくりが円滑に推進できる環境整備を働きかけるコーディ
ネーター役を務める。

などの活動が期待される。
　学校も学校歯科医や歯科衛生士に積極的に健康教育に参加するよう働きかけ，さらに教
育効果を一層高める努力が必要である。
子どもにとっては，学校歯科医や歯科衛生士が教育の現場に参加していることは新鮮であ
り，普段と違う新しい知識や教育方法は，知的好奇心を刺激し活性化させる効果があると
思われる。

学校歯科医の活動（例）
①学級担任等と学校歯科医，歯科衛生士のティーム・ティーチング（T・T）
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　従来のように学校歯科医が教師に教材や資料を提供するだけでなく，教育の場に直
接出向いて子どもと接する機会を持つ。特別活動や総合的な学習の時間が活用しやす
い。
　学校歯科医や歯科衛生士は教育の専門家ではないので，学習指導案は主として学級
担任等が原案を作成し，内容について学校歯科医の意見を求める形で協議して決定す
る。したがってその構成は学級担任等が枠組みを作り，学校歯科医が内容を埋める形
式がよい。進行，タイムキーパーも教師が務める方がうまく行く場合が多い。

②健康集会のゲスト・ティーチャー（G・T）
　児童生徒が運営主体となる健康をテーマとした集会を開催し，そこへ学校歯科医が
参加する。学校歯科医が主役である必要はなく，その役割は児童生徒に決めさせても
よい。例えば，歯・口をテーマとした○×クイズの問題提出者や，COやGOといった
専門的な用語の解説者であってもよい。

③校内コンクール，校内コンテスト
　歯・口の健康をテーマとした図画ポスターや健康標語，あるいは歯みがきコンテス
トといった校内コンクールを行い，学校歯科医が審査員の一員を務める。表彰式に出
席し，講評や学校における課題等について短い講話を行う。標語等のコンクールは保
護者も参加したものであるとより効果的である。

④中学校校区内の幼小中保健関係者による歯科保健シンポジウム
　各学校の歯科保健活動状況を報告し，現状を比較する。その後各学校の課題や幼・
小・中の連携などについて討論する。これにより学校間の格差が是正され，さらに幼・
小・中が一貫して推進すべきテーマが見えてくる。
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